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株式会社ACCESS
証券コード：4813

2022年４月20日（水曜日）
午前10時日 時

東京都千代田区外神田４－14－１
UDXギャラリー（秋葉原UDX４階）場 所

新型コロナウイルス対策のお願い

可能な限り書面又はインターネット等により
議決権を行使くださいますようお願い申しあ
げます。

書面 議決権行使期限
2022年４月19日（火曜日）
午後５時30分到着分まで

インターネット 議決権行使期限
2022年４月19日（火曜日）
午後５時30分入力分まで

今回の株主総会につきましては、
お土産のご用意はございません。
あらかじめご了承くださいますよう
お願い申しあげます。
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株主の皆様へ

1

平素は格別のご高配とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

当社グループは、自社製品・サービス提供によるストック収益を中心とした、グローバルにスケール可能な
事業構造への変革を目指し、とりわけネットワーク事業のホワイトボックス製品「OcNOS®」の事業成長に注
力しております。

2022年１月期は、「OcNOS®」の通信キャリア向けの大型ライセンス案件を複数獲得し、商用出荷を開始し
て事業成長を実現することを見込んでおりました。しかしながら、2022年1月期においてはそのような大型ラ
イセンス案件の獲得に至らず、事業計画を大きく未達することになりました。この結果を真摯に受け止め、深
く反省し、販売戦略の見直し等、迅速に改善を行っております。また、2022年2月より経営体制を見直し、社
長である私自身がネットワーク事業の管掌役員となって陣頭指揮を執り、事業活動を強力に推し進めておりま
す。

「OcNOS®」の認知度及び案件引き合いは着実に向上・増加しております。2022年1月期は65社以上の新
規顧客からの採用に至り、「OcNOS®」の受注件数及び受注総額（複数年契約も含む）は前期比で２倍程度と
なりました。ネットワーク業界の大きな変革が既に起き始めており、この変革を先導できる世界でも数少ない
技術・事業基盤を保有する企業として、これを完遂するのが使命だという気持ちで取り組みを続けてまいりま
す。

株主の皆様からの信頼獲得、中長期的な企業価値向上のために、足元の事業目標、数値目標を一つ一つ達成
し、有言実行していく所存ですので、ご支援ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2022年４月
株式会社ACCESS 代表取締役 社長執行役員

大石 清恭
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証券コード ４８１３
2022年４月５日

株 主 各 位
東 京 都 千 代 田 区 神 田 練 塀 町 ３ 番 地
株 式 会 社 Ａ Ｃ Ｃ Ｅ Ｓ Ｓ
代 表 取 締 役 大 石 清 恭

第38回定時株主総会招集ご通知
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況が続いておりますので、「書面（同封
の議決権行使書用紙を郵送）」又は「電磁的方法（インターネット）」による議決権行使をご検討
くださいますようお願い申しあげます。（３～４ページご参照）

敬 具
記

１．日 時 2022年４月20日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区外神田４―14―１

ＵＤＸギャラリー（秋葉原ＵＤＸ４階）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項１．第38期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第38期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 引き続き新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されておりますので、感染予防の観点から、可能な限り郵送又はインターネットに
よる議決権の事前行使をお願い申しあげます。当日ご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご
自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用等の感染予防策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。また、当
日会場において、運営スタッフのマスク着用、株主様におけるアルコール消毒液噴霧のためのお声がけ等、感染予防のための措置
を講じる場合もありますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」、連
結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につ
き ま し て は、 法 令 及 び 定 款 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ア ド レ ス
https://www.access-company.com/investors/）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。し
たがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であり
ます。

◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレ
ス https://www.access-company.com/investors/）に掲載させていただきます。
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株主総会ご出席による議決権行使

郵送によるご行使

「インターネットによる議決権行使について」は次頁をご参照ください。

インターネットによるご行使

議決権行使のご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

株主総会開催日時 2022年４月20日（水曜日）午前10時
＜受付は午前９時30分に開始いたします＞

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。
※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方１名に委任する場合に限られます。
なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

行使期限 2022年４月19日（火曜日）午後５時30分到着分まで
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送
ください。

行使期限 2022年４月19日（火曜日）午後５時30分入力分まで
当社議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご登録ください。

議決権の行使にあたっては、以下の事項をあらかじめご承知おきください。
● 議決権行使書面とインターネットにより議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権
行使を有効なものとして取り扱います。

● 議決権をインターネットによって複数回数行使された場合、又はパソコン・スマートフォン・携帯電話で重複
して行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとして取り扱います。
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インターネットによる議決権行使について

パソコンをご利用の方

スマートフォンをご利用の方（「スマート行使」のご案内）

議決権行使ウェブサイトに
アクセス 以

降
は
画
面
の
案
内
に
従
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

1 ログイン2

「スマート行使」ご利用イメージ

議決権行使ウェブサイト
https://www.w

ウ ェ ブ 行 使
eb54.net

にアクセスし、「次へすすむ」をクリック

お手元の議決権行使書用紙に記載さ
れた「議決権行使コード」を入力し、
｢ログイン」をクリック

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことに
より、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権

行使コード」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

パソコン、スマートフォン又は携帯電話等から、
【議決権行使ウェブサイト】

https://www.web54.net
にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記
載の議決権行使コード及びパスワードをご利
用のうえ、画面の案内に従って議案に対する
賛否をご登録ください。

バーコード読取機能付のスマー
トフォン又は携帯電話等を利用
して左の「QRコード」を読み取
り、議決権行使ウェブサイトに
アクセスすることも可能です。

●議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
●パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
●パスワード及び議決権行使コードのお取り扱いについて
・パスワードはご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。
・パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見本

見本

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください

インターネットによる議決権行使は、当社の
指定する以下の議決権行使ウェブサイトからご
行使ください。

行使期限

2022年４月19日（火曜日）午後５時30分入力分まで

インターネットによる
議決権行使に関する
お問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
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株主総会参考書類
第１号議案 定款一部変更の件
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１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が

2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当
社定款を変更するものであります。
（１） 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を

定めるものであります。
（２） 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する

ための規定を設けるものであります。
（３） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるた

め、これを削除するものであります。
（４） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

第３章 株主総会 第３章 株主総会
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、
事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべ
き事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインタ
ーネットを利用する方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。

（削 除）

（電子提供措置等）
（新 設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類

等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定め
るものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことが
できる。
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現 行 定 款 変 更 案

（附則）
（新 設） １．現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供）の削除及び変更案第15条（電子提供措置
等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律
第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行
の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとす
る。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主
総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はな
お効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総
会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを
削除する。
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第２号議案 取締役６名選任の件
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取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名（うち社外
取締役３名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の地位 出席回数/取締役会

１ 再任
おお いし きよ やす

大 石 清 恭 代表取締役社長執行役員 14／14回

２ 再任
なつ うみ りゅう じ

夏 海 龍 司 取締役専務執行役員 14／14回

３ 再任
うえ まつ みち まさ

植 松 理 昌 取締役専務執行役員 兼 CTO 14／14回

４ 再任
社外

独立役員

ほそ かわ ひさし

細 川 恒 取締役会長 12／14回

５ 再任
社外

独立役員

みや うち よし ひこ

宮 内 義 彦 取締役 14／14回

６ 再任
社外

独立役員

みず もり いず み

水 盛 五 実 取締役 14／14回

【ご参考】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

株式会社ＡＣＣＥＳＳ（以下、「当社」という）の取締役会は、取締役候補者について、指名・報酬委員会
に諮問のうえ、当社グループの経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ十分な社
会的信用を有する者を選任するものとする。さらに社外取締役候補者については、当該要件に加え、当社の経
営に関する助言及び監督機能を発揮することに関し、その経験、知識専門性等を有することを考慮する。ま
た、当社及び東京証券取引所の定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがな
いと認められることを要件とする。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１

大
お お い し
石 清

き よ や す
恭

（1964年12月10日生）
再任

1987年４月 ソニー株式会社入社
1996年７月 Geoworks社入社
1999年12月 当社（ACCESS Systems Americas Inc.）入

社
2005年５月 当社マーケティング本部執行役員・本部長
2006年10月 当社営業・マーケティンググループ

マーケティング本部執行役員・本部長
2010年２月 当社執行役員
2011年２月 当社海外事業グループ事業部長
2011年10月 当社専務執行役員 兼 CBDO
2012年３月 当社海外事業グループ長
2012年４月 当社取締役
2015年２月 当社取締役 副社長執行役員

兼 COO-Overseas
2016年２月 当社取締役 執行役員副社長／COO（海外担当）
2017年12月 当社代表取締役社長
2018年３月 当社代表取締役 社長執行役員
2022年２月 当社代表取締役 社長執行役員（ネットワーク

担当）（現任）

66,200
株

【取締役候補者とした理由及び期待される役割】
大石清恭氏は、当社入社以来、マーケティング部門長、海外事業責任者としての経験と実績を有して
おります。2017年12月より代表取締役に就任し、海外事業も含めた豊富な業務経験及び知識を活か
し、グローバルな視点で経営の指揮を執るなど、取締役としての職務の適切な執行を行っており、当
社の企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

２

夏 海 龍 司
な つ う み り ゅ う じ

（1968年11月21日生）
再任

1990年４月 株式会社エヌジェーケー入社
1999年12月 当社入社
2012年３月 当社執行役員

兼 ソフトウェアソリューション本部長
2014年２月 当社執行役員 兼 研究開発戦略副室長

兼 品質管理室長
2014年10月 当社執行役員 兼 クラウドサービス事業部長

兼 品質管理室長
2015年２月 当社執行役員 兼 COO-Japan 兼

開発本部長
2015年４月 当社取締役 兼 執行役員 兼

COO-Japan
2016年２月 当社取締役 執行役員／COO（国内担当） 兼

電子出版事業本部長
2017年12月 当社専務取締役（国内担当）
2018年３月 当社取締役 専務執行役員（国内担当）
2019年２月 当社取締役 専務執行役員（国内・アジア担

当）
2022年２月 当社取締役 専務執行役員（IoT担当）（現任）

56,000
株

【取締役候補者とした理由及び期待される役割】
夏海龍司氏は、当社入社以来一貫して開発部門に携わり、ソフトウェアを中心とした開発に係る豊富
な経験と実績を有しております。現在は取締役としてIoT事業を統括しており、今後もその役割を十
分に果たすことが期待できることから、引き続き取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

３

植
う え ま つ み ち ま さ
松 理 昌

（1968年４月24日生）
再任

1993年４月 セコム株式会社入社
2000年２月 当社入社
2003年２月 当社研究開発本部長
2005年５月 当社執行役員 兼 研究開発本部長
2006年２月 当社執行役員 兼 技術戦略企画本部長
2006年10月 当社執行役員 兼 開発本部長
2007年10月 当社執行役員 兼 開発グループ副グループ長
2008年10月 当社執行役員 兼 ALPプロジェクト第1プロジ

ェクト本部長 兼 開発グループ副グループ長
2009年２月 当社開発グループ チーフアーキテクト
2012年３月 当社執行役員 兼 Co-CTO
2014年２月 当社執行役員 兼 Co-CTO 兼 研究開発戦略室

長
2015年２月 当社執行役員 兼 CTO 兼 研究開発本部長
2015年４月 当社取締役 執行役員 兼 CTO 兼

研究開発本部長
2016年２月 当社取締役 執行役員／CTO 兼

IoT事業本部長
2017年12月 当社専務取締役（海外担当） 兼 CTO
2018年３月 当社取締役 専務執行役員（海外担当） 兼

CTO
2019年２月 当社取締役 専務執行役員（欧米・ネットワー

ク担当） 兼 CTO
2022年２月 当社取締役 専務執行役員 兼 CTO（現任）

64,900
株

【取締役候補者とした理由及び期待される役割】
植松理昌氏は、当社入社以来、研究開発部門長、海外拠点長として経験と実績を有しております。現
在はCTOとして技術に関する幅広い見識と経験をもとに当社技術戦略を統括しており、今後も取締役
としての役割を十分に果たすことが期待できることから、引き続き取締役候補者とするものでありま
す。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

４

細
ほ そ か わ ひ さ し
川 恒

（1940年４月24日生）

再任
社外

独立役員

1964年４月 通商産業省（現経済産業省）入省
1980年９月 OECD科学技術工業局次長
1988年６月 通商産業省大臣官房会計課長
1989年６月 同省通商政策局国際経済部長
1991年６月 同省資源エネルギー庁石油部長
1992年６月 同省商務流通審議官
1993年６月 同省基礎産業局長
1994年12月 同省通商政策局長
1996年８月 通商産業審議官
1997年10月 株式会社日本長期信用銀行顧問、株式会社三井

海上基礎研究所（現MS＆AD基礎研究所株式会
社）特別顧問

1998年２月 米カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関
係・アジア研究大学院非常勤講師

1998年９月 フェリス女学院大学英文学科非常勤講師
1999年10月 株式会社三井海上基礎研究所・戦略設計事務所

代表
2000年６月 日東電工株式会社監査役
2001年４月 関西学院大学大学院総合政策学科客員教授
2001年８月 グリーンアーム株式会社代表取締役 兼 CEO

（現任）
2003年６月 日立建機株式会社取締役
2006年７月 独シモン・クッハー・パートナーズ（SKP）日

本シニアアドバイザー
2006年８月 米コールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）

日本シニアアドバイザー
2009年10月 株式会社エコリカバー代表取締役（現任）
2011年４月 戦略設計事務所LLC代表（現任）
2011年７月 日東電工株式会社顧問
2011年８月 株式会社ROプラス代表取締役（現任）
2014年６月 Terpl India Private Limited Chairman（現

任）
2016年２月 株式会社ミエルカ防災取締役会長（現任）

株式会社TRISTARHCO代表取締役（現任）
2016年４月 当社取締役
2017年12月 当社取締役会長（現任）
2021年３月 株式会社Anzenion代表取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
グリーンアーム株式会社代表取締役兼CEO

3,200株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
細川恒氏は、通商産業省（現経済産業省）において要職を歴任されたほか、大学教授、企業経営者と
しての経験を通じて、高い見識を有しており、専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適
切な監督をいただいております。当社は、同氏のこのような幅広く豊富な経験・見識及びそれに基づ
く助言・監督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価値向上のために
必要であると判断し、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

５

宮
み や う ち
内 義

よ し ひ こ
彦

（1935年９月13日生）

再任
社外

独立役員

1960年８月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社
1964年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株

式会社）入社
1970年３月 同社取締役
1980年12月 同社代表取締役社長・グループCEO
2000年４月 オリックス株式会社代表取締役会長・

グループCEO
2003年６月 同社取締役 兼 代表執行役

会長・グループCEO
2006年４月 当社取締役（現任）
2014年６月 オリックス株式会社シニア・チェアマン

（現任）
2015年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社

取締役（現任）
2017年６月 カルビー株式会社取締役（現任）
2019年10月 ラクスル株式会社取締役（現任）
2020年５月 株式会社ニトリホールディングス取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
オリックス株式会社シニア・チェアマン
カルビー株式会社取締役
ラクスル株式会社取締役
株式会社ニトリホールディングス取締役

4,200株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
宮内義彦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただいております。当社は、同氏のこのような幅広
く豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社
の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き社外取締役候補者とするものであ
ります。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

６

水
み ず も り
盛 五

い ず み
実

（1945年５月３日生）

再任
社外

独立役員

1969年７月 大蔵省（現財務省）入省
1980年５月 外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官
1985年６月 同省経済局国際経済第二課長
1989年４月 大蔵省国際金融局調査課長
1991年６月 同省証券局企業財務課長
1993年６月 同省仙台国税局長
1997年７月 同省印刷局長
1998年７月 帝都高速度交通営団理事
2001年７月 オリックス生命保険株式会社代表取締役副社長
2001年10月 同社代表取締役社長

オリックス株式会社グループ執行役員
2007年８月 同社グループ常務執行役員
2011年７月 オリックス生命保険株式会社取締役会長
2013年５月 同社代表取締役会長 兼 社長
2014年１月 同社取締役会長
2015年11月 公益財団法人オリックス宮内財団専務理事
2016年６月 オリックス生命保険株式会社顧問
2017年４月 ザ・シニアーズ株式会社代表取締役社長
2018年４月 当社取締役（現任）

3,200株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
水盛五実氏は、大蔵省（現財務省）において要職を歴任されたほか、企業経営者としても豊富な経験
と高い見識を有しており、専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただい
ております。当社は、同氏のこのような豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社事業
計画及び成長戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、引き
続き社外取締役候補者とするものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．細川恒氏、宮内義彦氏及び水盛五実氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、細川恒氏、宮内義彦氏及び水盛五実氏を16ページに記載の「独立性に関する判断基準」に基づき独立役員に指定
し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

４．当社は、細川恒氏、宮内義彦氏及び水盛五実氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低
責任限度額としております。３氏の再任が承認可決された場合には、当社は３氏との間の上記契約を継続する予定でありま
す。

５．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役が
その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約により塡補することとしております。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は塡補されない等の免責事由
があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新
する予定であります。

６．細川恒氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって６年になります。
７．宮内義彦氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって16年になります。
８．水盛五実氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって４年になります。
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【ご参考】取締役スキル・マトリックス

当社が、取締役に対して特に期待するスキルは、以下のとおりであります。

No 氏名 企業経営
事業戦略/
営業/

マーケティング
テクノロジー/

開発
グローバル
ビジネス

財務/
会計/
M&A

法務/
リスクマネジメント

人事/
人材育成

１ 大石清恭 ● ● ● ● ● ● ●

２ 夏海龍司 ● ● ● ●

３ 植松理昌 ● ● ● ●

４ 細川恒 ● ● ● ● ● ●

５ 宮内義彦 ● ● ● ● ● ●

６ 水盛五実 ● ● ● ● ● ●

※各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
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法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役
１名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査
役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

松
ま つ の
野 絵 里 子

え り こ

（1969年１月10日生）

1992年４月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド
（証券）（現モルガン・スタンレーMUFG証券株
式会社）入社

2000年４月 弁護士登録
2000年９月 長島・大野・常松法律事務所入所
2010年７月 東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士（現任）
2011年７月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相

談センター あっせん委員（現任）
2014年12月 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社コン

プライアンス委員会外部委員（現任）
2015年10月 ウェルスナビ株式会社監査役（現任）
2020年６月 H.U.グループホールディングス株式会社取締役

（現任）
（重要な兼職の状況）
東京ジェイ法律事務所代表弁護士
H.U.グループホールディングス株式会社取締役

０株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
松野絵里子氏は、弁護士として培ってきた豊富な法律知識を有し、かつ国際業務経験や監査役として
の経験もあることから、それらを当社の監査体制に活かしていただくため、引き続き補欠の社外監査
役候補者とするものであります。
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．松野絵里子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．松野絵里子氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、上述の実務経験を有することなどを総合的に勘
案したためであります。

４．当社は、松野絵里子氏が社外監査役に就任した場合には、16ページに記載の「独立性に関する判断基準」に基づき独立役員
に指定し、株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。

５．当社は、松野絵里子氏が社外監査役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第425
条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり
ます。

６．当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である監査役が
その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約により塡補することとしております。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は塡補されない等の免責事由
があります。なお、松野絵里子氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。

以 上
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【ご参考】社外役員の「独立性に関する判断基準」

株式会社ＡＣＣＥＳＳ（以下、「当社」という）は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を
以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有
し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

１ 当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人（以下併せて「業務執行者等」とい
う）である者、又はあった者。

２ 当社グループの現在の主要株主（議決権所有割合が10%以上の株主をいう）、又は当該主要株主が法人で
ある場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者等。

３ 最近５年間において、当社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者等であっ
た者。

４ 当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支
払いを、当社グループから受けた者をいう）若しくは当社グループの主要な取引先である者（当社グルー
プに対して、当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者
をいう）、又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の
業務執行者等。

５ 直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先としていた者若し
くは当社グループの主要な取引先であった者、又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が
会社である場合における当該会社の業務執行者等。

６ 当社グループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円）を超える寄付又は助成を受けている
組織の理事（業務執行に当たる者に限る）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又
は使用人をいう）。

７ 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社、又はその親会社若しくは子
会社の業務執行者等。

８ 現在当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナ
ー又は従業員である者。

９ 当社グループから役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の金銭その他の財産を
得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体であ
る場合は、当該団体に所属する者）。

10 上記１から９に該当する者（重要な地位にある者に限る）の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親
族。上記１から10に該当する場合にあっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性があると判断し
た者については、社外役員選任時においてその理由を説明・開示すること及び当該人物が会社法上の社外
取締役又は社外監査役の要件を充足していることを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができ
るものとする。

以 上

2022年03月18日 19時58分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（添付書類）事業報告（2021年２月１日から2022年１月31日まで）
1．当社グループの現況
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（１）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2021年２月１日～2022年１月31日）における世界経済は、ワクチン接種の進展等によ
る経済活動の再開に伴い徐々に正常化に向かいつつあるも、変異株の蔓延による感染再拡大等、新型コロナウ
イルス感染症の影響は依然続いており、先行きは不透明な状況となっております。
当連結会計年度は前連結会計年度との比較において増収となりましたが、ホワイトボックス市場や車載向け

コンテンツ配信市場の立ち上がりの遅れに伴い当初計画に対して売上高は下回り、また成長分野への投資は継
続したことから営業利益についても当初計画を下回りました。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高98億53百万円（前年同期比31.1％増加）、営業損失32億19

百万円（前連結会計年度は営業損失26億41百万円）となり、前連結会計年度との比較においては増収減益と
なりました。なお、当連結会計年度における各セグメントの取り組みにつきましては、19ページから22ペー
ジに記載のとおりご報告いたします。

2022年03月18日 19時58分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

監
査
報
告
書

18

前期比 31.1％増
9,853百万円
連結売上高

前年同期 △2,641 百万円

連結営業利益 (△損失 )

△3,219百万円
親会社株主に帰属する
当期純利益 (△純損失 )

前年同期 △2,537 百万円
△3,049百万円

25.0%■
ネットワーク

事業
2,467百万円

18.24%■
アジア

1,797百万円

9.69%■
欧州

954百万円

5.1%■
海外事業
499百万円

10.94%■
北米

1,078百万円

■69.9%
国内事業
6,886百万円

■60.82%
日本
5,993百万円

■0.31%
その他
30百万円

事業別
売上高

地域別
売上高

※1 事業別及び地域別の売上高構成比は、外部顧客への売上高に基づいております。
※2 地域別の売上高構成比は、顧客の所在地別に表示しております。

主要な事業内容

国内事業
国内市場におけるＩｏＴ関連ソフトウェア及び電
子出版関連ソフトウェア並びにソリューショ
ン等の提供を行っております。

海外事業
海外市場におけるＩｏＴ関連ソフトウェア及び
ソリューション等の提供を行っております。

ネットワーク事業
ネットワーク機器向けソフトウェア及びネッ
トワーク仮想化関連ソリューション等の提供
を行っております。
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外部顧客への売上高

第38期

セグメント損益

第38期第37期 第37期

外部顧客への売上高 6,886百万円（前期比31.0％増）
セグメント損益 106百万円（前期比 ― ）

国内事業
売上高構成比
69.9％

△540百万円

5,257百万円

6,886百万円

106百万円

センシング技術、通信技術、クラウド技術、アプリ開発力等をワンストップで提供できる強みを活かし、
企業のDX推進を加速させるソリューションや各種IoTソリューションを提供するIoT分野と、TVや車載機器
等の各種デバイス向けに豊富な搭載実績を持つ高性能・高機能ウェブブラウザ「NetFront® Browser」シリ
ーズをはじめとした組み込みソフトウェア製品を提供するWebプラットフォーム分野、ならびに高度な表
現力と多彩なコンテンツに対応する汎用性を兼ね備え、ユーザー向けアプリケーションからコンテンツ配信
システム、サーバーシステムまでを包括的に提供するEPUB 3対応の電子出版ソリューション「PUBLUS®」
を中核とする電子出版分野を主軸に事業展開しております。また、台湾子会社を通じて、台湾ならびにシン
ガポール等のアジア地域に進出する日本の通販事業者向けに、業務支援システムや広告分析機能等を統合し
たクラウドサービス「CROS®」の提供を行っております。

当連結会計年度につきましては、IoT分野においては受託開発案件の業績が堅調に推移し、また産業用ド
ローン、屋内・屋外での位置情報共有とビジネスチャットを組み合わせた「Linkit®（リンクイット）」シリ
ーズを中心に自社製品に関する引き合いは引き続き増加し、受注につながりました。Webプラットフォー
ム分野においては当社ブラウザを搭載したTVや車載機器の出荷台数が好調に推移しロイヤリティ収入が増加
しました。電子出版分野においては競争の激化や電子出版サービスに求められる機能の高度化も相俟って既
存案件維持及び新規案件開拓のための投資が増加したため、収益性が低下し投資回収のリスクが高まってい
たことを踏まえ、ビジネスモデルの変更による収益性の改善に取り組んでまいりました。その取り組みの一
環として、当社顧客との間で「PUBLUS®」シリーズの一部製品についてソースコードの使用権を無期限に許
諾するライセンス契約を2022年１月31日に締結し、当該契約に係る売上高を2022年１月期第４四半期連
結会計期間（2021年11月１日～2022年１月31日）において計上したことにより、電子出版分野の売上高
は増加しましたが利益としては赤字となりました。また台湾子会社においては、前連結会計年度に進出した
シンガポール拠点の寄与もあり、通販事業者向けサービスの業績が堅調に推移しました。これらの結果、前
期比で増収増益となりました。
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外部顧客への売上高

第38期

セグメント損益

第38期第37期 第37期

外部顧客への売上高 499百万円（前期比15.9％増）
セグメント損益 △561百万円（前期比 ― ）

海外事業
売上高構成比
5.1％

430百万円

△587百万円

499百万円

△561百万円

ドイツ・中国・韓国に現地法人を設置し、海外市場におけるスマートデバイス及び情報家電関連分野向け
にブラウザ製品等のWebプラットフォームの提供を行っております。
ドイツにおきましては、ウェブとの融合が進む車載機器やTV・セットトップボックス等の情報家電向け

に、多彩かつ高付加価値なインターネットサービスの提供に適したHTML5対応のブラウザソリューション
を開発・展開するとともに、新規事業として、自動運転技術の発展に伴い市場が立ち上がりつつある車載イ
ンフォテインメント向けにコンテンツ配信・サービスプラットフォームを広く提供することによって、スト
ック収益基盤を構築する方針です。中国・韓国における取り組みとしましては、現地の大手情報家電メーカ
ー向けにブラウザ製品を提供するほか、本社で新規開発・事業化したソリューションの現地展開を図ってお
ります。

当連結会計年度につきましては、車載インフォテインメント向け分野の本格的な市場立ち上がりの遅れに
伴い、欧州においては前期比で損失が拡大しました。他拠点においては当社ブラウザを搭載したTVの出荷台
数にかかるロイヤリティ収入が増加しました。これらの結果、前期比で増収となりました。
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外部顧客への売上高

第38期

セグメント損益

第38期第37期 第37期

外部顧客への売上高 2,467百万円（前期比34.9％増）
セグメント損益 △2,778百万円（前期比 ― ）

ネットワーク事業
売上高構成比
25.0％

1,828百万円

△1,506百万円

2,467百万円

△2,778百万円

米国子会社IP Infusion Inc.を中核としてインドやカナダ等に現地法人を設置し、既存ビジネスであるネ
ットワーク機器向け基盤ソフトウェア・プラットフォーム「ZebOS®」シリーズの事業基盤維持に努めると
ともに、ホワイトボックス向け統合Network OS「OcNOS®」の事業拡大に注力しております。ホワイト
ボックスは、５G時代を迎え更なる通信トラフィックの増加が見込まれる中、データセンター事業者、通信
キャリア、IXP（インターネット相互接続ポイント）事業者等においてネットワークインフラ設備投資・運
用コストを大幅に低減しつつ運用の自由度を高める有力な手段と目されており、世界的に市場が拡大しつつ
あります。このような環境の中、IP Infusion Inc.では通信事業者向けのWAN／LAN向け共通プラットフォ
ーム内のCSR（Cell Site Router）やuCPE（Universal Customer Premise Equipment、汎用顧客構内
設備）、データセンター向けの商用版の「SONiC distribution」といった多岐にわたるホワイトボックスソ
リューションを展開しております。またKGPCoやTechData等の大手ディストリビューターやWipro
LimitedといったグローバルSIerとの提携を通じ、通信事業者へのホワイトボックスソリューションやサポ
ート等の安定的な提供につなげてまいります。

なお、第２四半期連結会計期間より、当社は、日本電信電話株式会社（以下、「NTT社」という）との間
で、同社が推進する「IOWN構想の実現」を目的とした業務提携を開始しております。今後、NTT社の
UI/UX技術と当社の組み込み向けブラウザ技術を活用した研究開発を推進するとともに、当社の連結子会社
であるIP Infusion Inc.のネットワークOSの技術・知見、及びサポート能力とグローバルなデリバリー・オ
ペレーション体制を活用し、IOWN構想により生み出された画期的な技術を効率的に世界中に広げていくこ
とを目指します。
本件において、NTT社はIOWN構想の実現に向けた研究開発・社会実装を、当社はIOWN時代のUI/UX
を実現するブラウザ技術の研究開発に加え、IP Infusion Inc.を通じIOWN具現化に向けたネットワークOS
のグローバルでの販売・サポートを行ってまいります。
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当連結会計年度につきましては、予想数値策定時点では、新型コロナウイルス感染症の影響が当連結会計
年度においても一定期間にわたり継続するも2021年には回復基調に向かうとの仮定に基づき、ネットワー
ク事業において前連結会計年度から継続して取り組んでおりますホワイトボックスソリューション
「OcNOS®」のライセンス販売に関する大型案件を当連結会計年度に獲得し、年度後半から複数案件での商
用出荷の実現による売上成長を見込んでおりました。しかしながら、各通信キャリアにおいては2020年以
降のネットワーク通信量の急激な増大を受け、短期的にネットワーク設備網の拡充対応を行うことに重点が
置かれ、ホワイトボックスの本格的な商用導入による設備投資・運用コストの削減や運用の自由度の実現に
対する優先度の低下が見られ、結果として、案件の初期導入規模・受注額が当初の想定を下回りました。か
かる状況において、販売チャネルの拡充や顧客サポート体制の強化を通じて売上拡大を図りましたが、当連
結会計年度においては、その効果は限定的なものに留まりました。そのため、セグメント全体の売上高は前
期実績と比べ30%超増加しましたが当初計画を20億円程度下回り、セグメント利益につきましてもソフト
ウェアに係る減価償却費の増加や営業・開発体制の拡充等の要因により前期実績・当初計画をともに下回り
ました。
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② 設備投資の状況
該当事項はありません。

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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（２）対処すべき課題
当社グループは、「技術」「知恵」「創造性」と「勇気」で世界を革新し続ける独立系、企画・研究型企業を
Vision statementとして掲げ、IoT化を支える技術・製品を開発・提供し続けることにより社会の変革と新た
な価値を創造し、継続的な企業価値向上を図っております。これらを実現するために、以下の課題に継続して
取り組んでまいります。
① 成長分野への積極投資とグローバルで通用する製品力・技術力及びサービス創出機能の強化ならびに注力
事業分野の売上拡大
当社グループが事業成長を実現するにあたっては、技術力を継続的に強化するとともに、絶え間ない技術革
新から生み出される先進的な技術をいち早く獲得・事業化し、また、社会動向の変化に適応した顧客価値を創
出していくことが重要課題であると認識しております。具体的な取り組みとして、当社グループ内での製品開
発投資を拡大し製品力・技術力及びサービス創出機能の強化を図るとともに、M&Aを積極活用し当社技術・
事業を補完できるパートナー企業の開拓に取り組んでまいります。また投資継続している注力事業分野につき
ましては、販売チャネルの拡充や顧客サポート体制の強化を通じて売上拡大を図るとともに、市場動向及び事
業状況を注視しながら投資規模を都度見直し、収益性の維持・改善に努めてまいります。
② 優秀な人材の確保・育成と生産性向上のための環境整備
当社グループの事業推進を下支えする基盤となる人材の確保と組織力強化、企業風土の醸成に取り組んでま
いります。人材確保においては、個々のスキルの卓越性に加えて、高い当事者意識・目的意識を持ち、部署等
の垣根を越えた適切なリーダーシップやチームワークを発揮できる優秀な人材の採用・育成に努めてまいりま
す。組織基盤及び制度面では、働き方、業務内容やキャリアプランの多様性を考慮した人事施策の導入やリモ
ートワークの活用等労働環境の整備を推進し、生産性改善を促すとともに人材採用力の強化にも取り組んでま
いります。
③ 管理体制・ガバナンスの強化
当社グループの事業成長の基盤として、事業管理体制の精緻化・効率化と経営レベルでの意思決定の効率化
の双方が必要不可欠であると認識しております。国内外の各分野・事業それぞれに担当取締役と執行役員又は
拠点長を配し、事業責任を分担・明確化するとともに適切な連携を図っております。また、事業管理面では、
開発案件の不採算化の防止に向けた管理徹底及び状況の早期把握に努めるとともに、国内外を問わないM&A
やソフトウェア開発投資をさらに強化・規模拡大していく方針を踏まえ、買収先企業・買収先事業の速やかな
当社事業との統合やシナジー創出、グローバル経営管理体制やソフトウェア開発投資に対する回収状況モニタ
リングの強化に取り組んでまいります。加えて、経営全体でのガバナンス強化という観点では、業務執行と管
理監督の機能分離と適切な権限委譲を通じ、経営の意思決定と業務執行のスピードアップを図ってまいりま
す。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（用語解説）
IoT：Internet of Thingsの略。PCやスマートフォン等の情報通信機器だけでなく、様々なデバイスやセンサーがインターネットに接続・相互に通信することにより、
自動認識や自動制御、遠隔計測等を行う仕組み。
EPUB３：2011年にリリースされた、電子書籍の国際標準化団体が策定する仕様の最新版。複雑な組版の日本語表記をサポートしている。
インフォテインメント：インフォメーション（情報）とエンターテインメント（娯楽）を組み合わせた造語であり、主に車載システムについて用いられ、「情報の提供」
と「娯楽の提供」を実現するシステムの総称。
ホワイトボックス：従来のソフトウェアとハードウェアが一体で提供されるネットワーク機器に対し、ソフトウェアとハードウェアが分離され、ハードウェアのみのネ
ットワーク機器。ユーザー自身がソフトウェアを選択・開発できるため、機能追加等の自由度が増すほか、調達コストの抑制が可能となる。
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売上高 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

総資産 純資産／自己資本比率 1株当たり当期純利益／1株当たり純資産

（３）財産及び損益の状況の推移

区 分 第 35 期
（2019年１月期）

第 36 期
（2020年１月期）

第 37 期
（2021年１月期）

第 38 期
（当連結会計年度）
（2022年１月期）

売上高（千円） 8,140,354 9,422,944 7,516,733 9,853,651
経常利益（△損失）（千円） 508,960 430,419 △2,337,865 △2,646,205
親会社株主に帰属する当期純利益（△損失）（千円） 377,457 493,044 △2,537,057 △3,049,108
１株当たり当期純利益（△損失）（円） 9.75 12.72 △65.16 △77.96
総資産（千円） 31,688,897 32,783,492 29,262,580 27,962,170
純資産（千円） 29,758,106 30,224,291 27,321,714 25,393,904
１株当たり純資産額（円） 767.88 778.13 699.84 646.98
自己資本比率（％） 93.8 92.1 93.2 90.6

（注）１．１株当たり当期純利益（△損失）は自己株式控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。また、１株当たり純
資産額は、期末発行済株式数から自己株式を控除して算出しております。

２．自己株式数については、株式給付信託口が所有する当社株式を含めております。
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（４）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
当社には、親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 国 資 本 金 当社の
議決権比率 主要な事業内容

IP Infusion Inc. アメリカ合衆国 79,781千米ドル 100.0％
ネットワーク機器向けソフトウェア
及びネットワーク仮想化関連ソリュ
ーション等の開発・提供

IP Infusion Software India Pvt. Ltd. インド 1,000千印ルピー 100.0％
（100.0％）

ネットワーク機器向けソフトウェア
及びネットワーク仮想化関連ソリュ
ーション等の開発

Northforge Innovations Inc. カナダ 13,013千加ドル 100.0％
（100.0％）

ネットワーク機器向けソフトウェア
及びネットワーク仮想化関連ソリュ
ーション等の開発・提供

Northforge Innovations Israel Ltd. イスラエル 100新シェケル 100.0％
（100.0％）

ネットワーク機器向けソフトウェア
及びネットワーク仮想化関連ソリュ
ーション等の開発

ACCESS (Beijing) Co., Ltd. 中華人民共和国 20,000千米ドル 100.0％
スマートデバイス・情報家電向け
IoT関連ソフトウェア及びソリュー
ション等の開発・提供

ACCESS Europe GmbH ドイツ 15,279千ユーロ 100.0％ 情報家電向けIoT関連ソフトウェア
及びソリューション等の開発・提供

NetRange MMH GmbH ドイツ 3,052千ユーロ 100.0％
（100.0％）

情報家電向けIoT関連ソフトウェア
及びソリューション等の開発・提供

ACCESS Seoul Co., Ltd. 大韓民国 2,200百万ウォン 100.0％
スマートデバイス・情報家電向け
IoT関連ソフトウェア及びソリュー
ション等の開発・提供

ACCESS AP Taiwan Co., Ltd. 中華民国 24,500千台湾ドル 100.0％
通販事業者向けクラウドソリューシ
ョンの開発・提供及び情報家電向け
ソフトウェア等の開発

ACCESS AP Singapore Pte. Ltd. シンガポール 420千星ドル 83.3％
（83.3％）

通販事業者向けクラウドソリューシ
ョンの提供

ACCESS Taiwan Lab. Co., Ltd. 中華民国 14,300千台湾ドル 100.0％
組み込みソフトウェアの開発及びシ
ステムインテグレーションサービス
の提供

（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で、内数であります。
２．IP Infusion Inc.の資本金には、資本剰余金を含んでおります。
３．ACCESS (Beijing) Co., Ltd.の資本金は、登記情報に合わせるために、米ドル表記としております。
４．ACCESS Europe GmbHの資本金には、資本剰余金を含んでおります。
５．NetRange MMH GmbHの資本金には、資本剰余金を含んでおります。
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③ 特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（５）使用人の状況（2022年１月31日現在）
① 当社グループの使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

国内事業 346（7）名 17（△4）名

海外事業 62名 △4名

ネットワーク事業 354名 13名

全社（共通） 39（1）名 1（0）名

合 計 801（8）名 27（△4）名

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

319（1）名 25（0）名 38.8歳 7.6年

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（６）主要な借入先の状況（2022年１月31日現在）
該当事項はありません。

（７）その他当社グループの現況に関する重要な事項
記載すべき重要な事項はありません。
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所有者別
株式分布状況

10.39％
金融機関
4,119,300株

6.15％
その他国内法人
2,453,601株

48.29％
外国人

19,137,739株

2.42％
証券会社

960,146株

32.75％
個人その他
12,978,893株

（１）株式の状況（2022年１月31日現在）
① 発行可能株式総数 91,500,000株
② 発行済株式の総数 39,633,000株
③ 株主数 9,638名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

NOMURA CUSTODY NOMINEES LTD - TK1 LIMITED 9,383,800株 23.68％

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,302,422株 15.90％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,763,300株 6.97％

NCSN-SHOKORO LIMITED 1,937,000株 4.89％

椎橋 正則 859,300株 2.17％

株式会社日本生物材料センター 738,000株 1.86％

金子 博昭 662,600株 1.67％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 650,000株 1.64％

渡辺 正博 543,000株 1.37％

株式会社SBI証券 516,167株 1.30％

（注）持株比率は自己株式（1,321株）を控除して計算しております。
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⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

株 式 数（譲渡制限付株式）
交付対象者数

在籍条件型 業績条件型

取締役（社外取締役を除く） 14,400株 48,500株 ３名

社外取締役 3,300株 － ３名

監査役 － － －
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（２）新株予約権等の状況
当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況（2022年１月31日現在）

2012年新株予約権 2017年新株予約権 2019年新株予約権

発行決議日 2012年５月31日 2017年５月31日 2019年３月15日

保有者数 取締役（社外役員除く）
１名

取締役（社外役員除く）
２名

取締役（社外役員除く）
１名

新株予約権の数 300個 36個 216個

新株予約権の目的である株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的である株式の数 30,000株 3,600株 21,600株

新株予約権の発行価額 １個当たり53,200円 １個当たり86,500円 １個当たり93,700円
新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 １株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間 2012年６月19日から
2042年６月18日まで

2017年６月20日から
2047年６月19日まで

2019年４月４日から
2049年４月３日まで

新株予約権の主な行使条件

①新株予約権は、新株予約
権者が当社の取締役の地
位を喪失した場合に限り
行使することができる。
②新株予約権者は、新株予
約権の割当日翌日から、
新株予約権者が新株予約
権を行使する日までの間
に、株式会社東京証券取
引所マザーズ市場（当社
普通株式の上場市場が変
更された場合は、変更後
の市場）における当社普
通株式の普通取引終値
（新株予約権の割当日以降
に株式分割又は株式併合
が行われた場合は、調整
後の価格）が、新株予約
権の割当日における当社
普通株式の同市場におけ
る普通取引終値の130％
に相当する額を一度でも
上回っている場合に限り
新株予約権を行使するこ
とができる。

①新株予約権者は、表中「新
株予約権の行使期間」に定
める期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
日の翌日から10日（ただ
し、10日目が日本の銀行
の営業日でない場合には、
その前営業日を最終日とす
る。）を経過するまでの間
に限り、新株予約権を一括
してのみ行使することがで
きる。
②新株予約権者は、上記①に
加え、新株予約権の割当日
翌日から、新株予約権者が
新株予約権を行使する日ま
での間に、株式会社東京証
券取引所マザーズ市場（当
社普通株式の上場市場が変
更された場合は、変更後の
市場）における当社普通株
式の普通取引終値（新株予
約権の割当日以降に株式分
割又は株式併合が行われた
場合は、調整後の価格）
が、新株予約権の割当日に
おける当社普通株式の同市
場における普通取引終値の
130％に相当する額を一度
でも上回っている場合に限
り新株予約権を行使するこ
とができる。

①新株予約権者は、表中「新
株予約権の行使期間」に定
める期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
日の翌日から10日（ただ
し、10日目が日本の銀行の
営業日でない場合には、そ
の前営業日を最終日とす
る。）を経過するまでの間に
限り、新株予約権を一括し
てのみ行使することができ
る。
②新株予約権者は、上記①に
加え、新株予約権の割当日
翌日から、新株予約権者が
新株予約権を行使する日ま
での間に、株式会社東京証
券取引所マザーズ市場（当
社普通株式の上場市場が変
更された場合は、変更後の
市場）における当社普通株
式の普通取引終値（新株予
約権の割当日以降に株式分
割又は株式併合が行われた
場合は、調整後の価格）が、
新株予約権の割当日におけ
る当社普通株式の同市場に
おける普通取引終値の130
％に相当する額を一度でも
上回っている場合に限り新
株予約権を行使することが
できる。
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（３）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2022年１月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 当社と兼職先との関係

代表取締役 社長執行役員 大 石 清 恭 ― ―

取 締 役 専 務 執 行 役 員 夏 海 龍 司 国内・アジア担当 ―

取 締 役 専 務 執 行 役 員 植 松 理 昌

欧米・ネットワーク担当
CTO
IP Infusion Inc. Director, Chairman
ACCESS Europe GmbH Director, Chairman

―

取 締 役 会 長 細 川 恒 グリーンアーム株式会社代表取締役 兼 CEO 特別な関係はありません。

取 締 役 宮 内 義 彦

オリックス株式会社シニア・チェアマン
カルビー株式会社取締役
ラクスル株式会社取締役
株式会社ニトリホールディングス取締役

特別な関係はありません。

取 締 役 水 盛 五 実 ― ―

常 勤 監 査 役 中 江 隆 耀 ― ―

常 勤 監 査 役 加 藤 康 雄 ― ―

監 査 役 古 川 雅 一 海南監査法人代表社員 特別な関係はありません。

（注）１．取締役細川恒氏、宮内義彦氏、水盛五実氏は、社外取締役であります。
２．監査役加藤康雄氏及び古川雅一氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役中江隆耀氏は、他社の財務経理部門における業務経験があり、また、長期にわたり当社の監査役を務めているこ
とから、常勤監査役加藤康雄氏は、銀行業務に関する豊富な経験を有し、また、他社における監査役としての見識、経験等
から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役古川雅一氏は、公認会計士の資格を有しており、財
務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は細川恒、宮内義彦、水盛五実、古川雅一の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引
所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低
責任限度額となります。
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③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契

約の被保険者は当社取締役、監査役、執行役員、子会社の取締役、監査役及びこれらの相続人であります。
保険料は全額当社が負担しております。故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、当該保険契約により塡
補されません。

④ 当連結会計年度における取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支給人員 支給総額

種類別の支給総額

基本報酬 賞与
非金銭報酬等

（譲渡制限付株式報酬）
在籍条件型 業績条件型

取締役
（うち社外取締役）

６名
（３名）

165,191千円
（38,279千円）

119,026千円
（35,400千円） － 14,485千円

（2,879千円）
31,679千円
（－）

監査役
（うち社外監査役）

３名
（２名）

28,800千円
（16,800千円）

28,800千円
（16,800千円） － － －

合 計 ９名 193,991千円 147,826千円 － 14,485千円 31,679千円

（注）１．取締役の報酬限度額は、1996年11月１日開催の有限会社アクセス（現当社）臨時社員総会において年額５億円以内と承認
いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、1996年11月１日開催の有限会社アクセス（現当社）臨時社員総会において年額１億円以内と承認
いただいております。

３．取締役１名は、上記表中の支給額とは別に連結子会社から23,794千円が支給されております。
４．取締役の支給額には、譲渡制限付株式の付与に係る当連結会計年度中の費用計上額（46,165千円）を含んでおります。

⑤ 取締役及び監査役の報酬決定の基本方針及び報酬体系
当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針を決

議しております。当該基本方針は、指名・報酬委員会による諮問を経た議案に基づくものであります。
また、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬委員会が当該基本方針との整

合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し基本方針に沿うものであると判
断しております。取締役の報酬決定の基本方針及び報酬体系の内容は以下のとおりであります。
＜基本方針＞
（ア）当社は、取締役の報酬に関して、「公正性」、「透明性」が高く、業績に対する報酬として妥当な水
準とするため、代表取締役社長執行役員、独立社外取締役から構成される指名・報酬委員会による諮問を
経て、取締役会決議により具体的な金額を決定しております。
（イ）取締役の個人別の報酬は、その役割と責務及び当社の年間計画、中期計画等の達成度により決定す
るものとし、株主との価値共有、持続的かつ中長期的な企業価値の最大化への動機づけや、優秀な人材確
保を可能とすることを基本方針としております。その具体的な内容は、代表取締役及び独立社外取締役で
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構成される指名・報酬委員会に諮問し、取締役会で決定しております。
＜報酬体系＞
取締役の報酬体系は、「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」で構成され、1996年11月１日の有限会社アク

セス臨時社員総会において承認された年額５億円の報酬枠の範囲内で支給することとしております。当該臨
時社員総会終結時点の対象取締役の員数は４名です。株式報酬については、2019年４月17日開催の第35回
定時株主総会において、当該報酬枠のうち、年額２億円（うち社外取締役分は２千万円）、割り当てる当社
株式の総数を年20万株（うち社外取締役分は２万株）の範囲内として承認されております。第35回定時株
主総会終結時点の対象取締役の員数は６名（うち社外取締役３名）です。
（ア）基本報酬
経営環境や他社水準等を考慮し、各取締役の役位に基づく毎月の定額金銭報酬とし、経営環境や他社水準

等を考慮し、決定しております。
（イ）賞与（短期業績連動）
単年度の業績や個人別評価に応じて決定しており、年間計画に基づき設定した連結売上高及び連結営業利

益のそれぞれの目標値に対する達成度等に応じて、連結売上高・連結営業利益の目標値に対するそれぞれの
達成度に応じた業績評価（０～100％の範囲で変動）を乗じて求めた金額を合算して算出し、事業年度後に
一括支給します。なお、当該指標を評価指標として選択した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客
観的に示していると判断したためです。
（ウ）株式報酬（在籍条件型/業績条件型）
株式報酬は2019年４月17日開催の第35回定時株主総会で譲渡制限付株式報酬を導入しており、中長期の

株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分である「在
籍条件型（基本報酬の10%相当）」と中期計画等の達成度に連動する業績連動部分である「業績条件型（基
本報酬の40％相当）」で構成されます。「業績条件型」の株式報酬は、役員報酬と株主価値との連動性をより
明確にするため、株主総利回り（TSR）を業績連動報酬の業績評価指標としており、第38期に支給された業
績条件型株式報酬は、第40期期末における当社株式の3年間の株主総利回り（TSR)が同期間における配当込
みのTOPIXの成長率との比較で上回った場合にのみ、譲渡制限期間の満了時点に譲渡制限が解除される仕組
みとしております。
なお、社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、基本報酬と株式報酬（在籍条件型のみ）で構成する

ものとしており、監査役につきましては、基本報酬のみで構成され、1996年11月１日開催の有限会社アク
セス臨時社員総会において承認された年額1億円の範囲内で、監査役の協議により決定しております。当該
社員総会終結時点の対象監査役の員数は１名です。
（エ）報酬の構成比率
取締役に対する「固定報酬」「短期業績連動報酬（賞与）」「株式報酬」の比率は、業績目標を全て達成し

た場合において54：11：35を目安に設定しております。
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⑥ 社外役員に関する事項
主な活動状況

会社における地位 氏 名 出席状況、活動内容及び期待される役割に対して行った職務の概要

取 締 役 会 長 細 川 恒
当期開催の取締役会14回のうち12回に出席しており、客観的・専門的な視点
から意見を述べ、当社の業務執行に対する適切な監督を行うとともに、指名・
報酬委員会の委員長として役員報酬の決定プロセスの透明性判断及び報酬の妥
当性判断に際し、積極的な助言や議論を行っております。

取 締 役 宮 内 義 彦

当期開催の取締役会14回の全てに出席しており、経営者としての豊富な経験と
見識に基づいて意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、
役員報酬の決定プロセスの透明性判断及び報酬の妥当性判断に際し、積極的な
助言や議論を行っております。

取 締 役 水 盛 五 実
当期開催の取締役会14回の全てに出席しており、経営者としての豊富な経験と
見識に基づいて意見を述べるなど、当社の業務執行に対する監督機能の強化に
際し、積極的な助言や議論を行っております。

常 勤 監 査 役 加 藤 康 雄
当期開催の取締役会14回及び監査役会14回の全てに出席しており、銀行業務
及び他社での監査役としての豊富な経験と見識に基づき適宜質問をし、意見を
述べております。

監 査 役 古 川 雅 一 当期開催の取締役会14回及び監査役会14回の全てに出席しており、公認会計
士としての豊富な経験と見識に基づき適宜質問をし、意見を述べております。

（注）書面決議による取締役会の回数（当期４回）は除いております。
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（４）会計監査人の状況
① 名称 有限責任 あずさ監査法人
② 報酬等の額

支 払 額

公認会計士法第２条第１項の業務の対価として当社が支払うべき報酬等の額 61,750千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 61,750千円

（注）１．当社と会計監査人との監査契約においては、会社法に基づく監査報酬額と金融商品取引法に基づく監査報酬額とを区分して
おらず、かつ、実質的にも区分できないため、これらの合計額で記載しております。

２．当社子会社のIP Infusion Inc.、Northforge Innovations Inc.、他４社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人
等（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

③ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状

況や監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を検討の上、会計監査人の報酬等について会社法第399条第
１項の同意を行っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合

に監査役全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、
会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、会社法第344条第１項及び第３項に基づ
き、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任又は不再任を決定いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、PUBLUS、CROSは、日本国、米国及びその他の国における株式会社ACCESSの商標又は登録商標です。
ZebOS、OcNOSは、IP Infusion Inc.の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
その他、文中に記載されている商標、会社名及びロゴは、それぞれ所有する各社に帰属します。

2022年03月18日 19時58分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類
連結貸借対照表

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

監
査
報
告
書

36

（単位：千円）

資産の部 負債の部

科目 前期(ご参考)
（2021年１月31日現在）

当期
（2022年１月31日現在） 科目 前期(ご参考)

（2021年１月31日現在）
当期

（2022年１月31日現在）

流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
工具、器具及び備品
リース資産
使用権資産
無形固定資産
ソフトウエア
のれん
その他
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

19,794,164
16,569,484
2,461,426
93,402
44,131
107,435
603,934
△85,651
9,468,415
451,702
196,282
188,435
20,386
46,597

7,087,224
5,792,611
960,750
333,862
1,929,489
644,529
242,010
1,059,445
△16,495

18,984,703
15,148,137
2,920,779
95,999
61,618
215,544
633,265
△90,641
8,977,466
456,391
150,643
266,453
1,560
37,733

5,975,980
5,110,043
605,715
260,221
2,545,095
854,959
339,375
1,367,269
△16,509

流動負債 1,463,107 2,089,374
買掛金 190,017 215,348
未払法人税等 11,741 223,988
賞与引当金 124,448 180,270
株式給付引当金 24,711 37,764
資産除去債務 43,177 －
訴訟損失引当金 4,216 4,335
その他 1,064,793 1,427,667
固定負債 477,758 478,891
繰延税金負債 12,680 4,238
退職給付に係る負債 174,744 172,833
資産除去債務 94,881 95,264
長期未払金 65,071 30,031
その他 130,380 176,522
負債合計 1,940,866 2,568,266

純資産の部
株主資本 30,122,863 27,230,324
資本金 29,472,663 29,538,781
資本剰余金 87,742 153,860
利益剰余金 864,971 △2,184,137
自己株式 △302,513 △278,180

その他の包括利益累計額 △2,847,843 △1,890,505
その他有価証券評価差額金 22,031 36,706
為替換算調整勘定 △2,869,875 △1,927,212
新株予約権 39,312 39,312
非支配株主持分 7,381 14,771

純資産合計 27,321,714 25,393,904
資産合計 29,262,580 27,962,170 負債純資産合計 29,262,580 27,962,170
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（単位：千円）

科目
前期（ご参考）
(自 2020年２月至 2021年１月

１
31
日
日)

当期
(自 2021年２月至 2022年１月

１
31
日
日)

売上高 7,516,733 9,853,651
売上原価 6,333,933 8,875,858
売上総利益 1,182,799 977,792
販売費及び一般管理費 3,824,649 4,197,031
営業損失（△） △2,641,849 △3,219,238
営業外収益 377,503 574,854
受取利息 10,599 7,089
受取配当金 9 －
持分法による投資利益 62,599 46,623
投資事業組合運用益 171,132 502,201
為替差益 － 9,379
還付消費税等 6,643 1,059
条件付取得対価に係る公正価値の変動額 121,388 －
その他 5,129 8,500

営業外費用 73,519 1,822
支払利息 2,855 903
為替差損 67,549 －
その他 3,113 919

経常損失（△） △2,337,865 △2,646,205
特別利益 130 129
固定資産売却益 130 83
投資有価証券売却益 － 45

特別損失 18,482 216,247
減損損失 － 210,005
特別退職金 14,265 －
訴訟損失引当金繰入額 4,216 －
固定資産除却損 － 6,242

税金等調整前当期純損失（△） △2,356,216 △2,862,324
法人税、住民税及び事業税 68,303 287,654
法人税等調整額 109,591 △107,584

当期純損失（△） △2,534,111 △3,042,394
非支配株主に帰属する当期純利益 2,945 6,714
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △2,537,057 △3,049,108
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（単位：千円）

科目
前期(ご参考)

(自 2020年２月至 2021年１月
１
31
日
日)

当期
(自 2021年２月至 2022年１月

１
31
日
日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 880,743 641,940
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,202,723 △2,348,784
財務活動によるキャッシュ・フロー △20,419 △36,951
現金及び現金同等物に係る換算差額 △181,873 291,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,524,272 △1,452,212
現金及び現金同等物の期首残高 19,069,369 16,545,097
現金及び現金同等物の期末残高 16,545,097 15,092,885
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計算書類
貸借対照表

39

（単位：千円）

資産の部 負債の部

科目 前期(ご参考)
（2021年１月31日現在）

当期
（2022年１月31日現在） 科目 前期(ご参考)

（2021年１月31日現在）
当期

（2022年１月31日現在）
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
前払費用
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
工具、器具及び備品
リース資産
無形固定資産
ソフトウエア
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

15,349,509
13,258,552

7,467
1,320,397
44,020
82,756
109,937
438,700
88,117
△439

15,472,874
206,861
172,163
31,755
2,942

2,238,002
2,238,002
13,028,010
382,767

10,030,841
1,885,950
285,000
197,223
281,853
△35,626

16,980,121
13,299,662

16,110
2,137,218
61,306
210,280
132,855
1,081,700
40,991
△4

13,151,280
158,677
127,832
29,283
1,560

1,344,493
1,344,493
11,648,110
580,460

10,075,175
231,157
268,000
331,768
195,902
△34,353

流動負債 503,275 935,861
買掛金 104,666 128,226
未払金 200,689 233,328
未払費用 12,110 10,611
未払法人税等 － 211,394
未払消費税等 4,511 206,808
前受金 35,827 41,830
リース債務 929 623
預り金 42,757 13,741
賞与引当金 25,960 44,440
株式給付引当金 24,711 37,764
資産除去債務 43,177 －
その他 7,934 7,092
固定負債 269,461 267,090
退職給付引当金 174,744 172,833
リース債務 2,013 937
資産除去債務 92,703 93,318
負債合計 772,736 1,202,951

純資産の部
株主資本 29,988,309 28,852,430
資本金 29,472,663 29,538,781
資本剰余金 85,948 152,066
資本準備金 85,948 152,066
利益剰余金 732,212 △560,237
利益準備金 23,599 23,599
その他利益剰余金 708,612 △583,837
繰越利益剰余金 708,612 △583,837

自己株式 △302,513 △278,180
評価・換算差額等 22,025 36,706
その他有価証券評価差額金 22,025 36,706
新株予約権 39,312 39,312
純資産合計 30,049,647 28,928,450

資産合計 30,822,383 30,131,401 負債純資産合計 30,822,383 30,131,401
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（単位：千円）

科目
前期（ご参考）
(自 2020年２月至 2021年１月

１
31
日
日)

当期
(自 2021年２月至 2022年１月

１
31
日
日)

売上高 4,640,389 5,920,398
売上原価 3,843,286 4,449,534
売上総利益 797,102 1,470,864
販売費及び一般管理費 1,546,193 1,663,997
営業損失（△） △749,091 △193,133
営業外収益 219,716 555,559
受取利息 20,573 24,629
関係会社受取配当金 23,250 25,050
投資事業組合運用益 171,132 502,201
その他 4,760 3,678

営業外費用 12,872 1,536
為替差損 10,926 899
その他 1,946 637

経常利益又は経常損失（△） △542,247 360,889
特別利益 － 60,930
関係会社清算益 － 60,930

特別損失 － 1,661,034
固定資産除却損 － 6,242
関係会社出資金評価損 － 1,654,792

税引前当期純損失（△） △542,247 △1,239,214
法人税、住民税及び事業税 9,551 194,259
法人税等調整額 128,948 △141,024

当期純損失（△） △680,748 △1,292,449
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査報告
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独立監査人の監査報告書
2022年３月14日

株式会社ＡＣＣＥＳＳ
取締役会 御中

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 桑 本 義 孝

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 野 陽 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＡＣＣＥＳＳの2021年２月１日から

2022年１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ＡＣＣＥＳＳ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
2022年３月14日

株式会社ＡＣＣＥＳＳ
取締役会 御中

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 桑 本 義 孝

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 野 陽 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＡＣＣＥＳＳの2021年２月１日

から2022年１月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

2022年03月18日 19時58分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

監
査
報
告
書

44

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年２月１日から2022年１月31日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、その構築及び運用の状況を監視及び検証し、
必要に応じて取締役及び使用人等に説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部
統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、
指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年３月14日

株 式 会 社 A C C E S S 監 査 役 会

常勤監査役 中 江 隆 耀 ㊞
常勤監査役
（社外監査役） 加 藤 康 雄 ㊞
社外監査役 古 川 雅 一 ㊞

以 上
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事 業 年 度 毎年2月1日から翌年1月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年4月開催

基 準 日 定時株主総会 毎年1月31日
期末配当金 毎年1月31日
中間配当金 毎年7月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（郵 便 物 送 付 先） 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電 話 照 会 先） 0120-782-031
（インターネットホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。

https://www.access-company.com/investors/public_notice/
ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、日本
経済新聞に掲載します。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお
願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管
理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたしました。
特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
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２階 歩行者デッキより
４階 直通エスカレーターを
ご利用いただけます。

電気街口
２番出口

Ａ３番出口
（ヨドバシカメラ内）

２番出口

タイムズ
タワー 神田

消防署
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カメラ
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株主総会会場ご案内図
会 場 交通のご案内

東京都千代田区外神田４―14―１
ＵＤＸギャラリー（秋葉原ＵＤＸ４階）
電話（03）5577―5432

●ＪＲ 「秋葉原駅」
電気街口より徒歩２分
●東京メトロ 「秋葉原駅」
日比谷線 ２番出口より徒歩４分
●東京メトロ 「末広町駅」
銀座線 １番又は３番出口より徒歩３分
●つくばエクスプレス 「秋葉原駅」
Ａ３番出口より徒歩３分
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